
注：◎は新規施策分
○は大幅増額分
（　　　）は累計額

単位：千円

生活福祉資金貸付事業費（保健福祉部　保健福祉課） ２，０１５，０００

感染症の影響により収入が減少した世帯の資金需要に対応するため、貸付金の原資を
県社会福祉協議会に補助する。

実施主体 （福）県社会福祉協議会
総合支援資金

貸付対象 感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯

限度額 2人以上世帯：月20万円以内　単身世帯：月15万円以内
貸付期間 原則3月以内（最長6→9月）
償還期限 10年以内（据置1年以内）
貸付利率 無利子

負担区分 国10/10

令和２年度３月専決補正予算について
（新型コロナウイルス感染症関係）

(12,548,544)


